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P2比較表「連携管理加算」
・算定タイミング
・算定要件
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減薬の評価点数 薬剤総合評価
調整加算

薬剤総合評価調整管理料 服用薬剤
調整支援料連携管理加算

対象 医科（入院） 医科（外来・在宅） 調剤

新設年度 2016年度 2018年度

評価点数 250点
（退院時1回）

250点
（月1回に限り）

50点
（照会時、情報提供時）

125点
（月1回に限り）

算定のタイミング 退院時 処方時
（4週継続見込み） ← 減薬が4週継続後

算定要件

入院前に
6種類以上の内服薬

退院時に
2種類以上減少

6種類以上の内服薬

2種類以上減少

他の医療機関等（保険薬
局を含む）に照会又は他
の医療機関等から情報提
供を受けて、結果について
他の医療機関等に情報提
供

6種類以上の内服薬

2種類以上減少

薬剤師が文書を用いて提
案し、少なくとも1種類が
提案により減薬した場合

向精神用薬（クロルプロマ
ジン換算）の要件もある

合剤の扱い 合剤可
（通知に明記）

合剤可
（保団連Q&A）

合剤不可
（通知に明記）

薬剤減薬の評価点数（整理）
医科入院 調剤医科外来

参考：MPI資料 「薬剤総合評価調整加算＆管理料」（Stu-GE掲載2017年7月6日）
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薬剤総合評価調整加算

入院前から処方され4週間以上服
用している6種類以上の内服薬

入院中の患者

入院直前又は退院1年前
の遅い時点で

抗精神薬4種類以上
又は

クロルプロマジン換算
2,000㎎以上

減薬した種類
数（クロルプロ
マジン換算）を
診療報酬明細
書の摘要欄に

記載

精神病棟に入院中の患者

入院中に
2種類以上の減薬

頓服薬は対象外

退院入院

減薬した種類
数を診療報酬
明細書の摘要
欄に記載

重複薬剤の減少・
合剤への転換等

4週以上継続が見込まれる

算
定

入院中に
抗精神薬2種類以上の減薬
又は、クロルプロマジン換算

1,000㎎以上の減薬

医科入院

名称 算定 点数
薬剤総合評価調整加算 内服薬の減薬を評価 250点（退院時1回）

重複薬剤の減少・合剤への転換等
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連携管理加算

名称 算定 点数
薬剤総合評価調整管理料 内服薬の減薬を評価 250点（1回につき）

連携管理加算 他医療機関、薬局との情報交換 50点（1回につき）

薬剤総合評価調整管理料

6種類以上の
内服薬

2種類以上を減薬

対象患者

在宅患者

外来患者

頓用薬及び服用を開始して
4週間以内の薬剤を除く

処方内容を総合的に
評価した上で調整
（4週継続見込み）

他医療機関

照会又は
情報提供

医科外来

処方医

保険薬局
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(１) 服用薬剤調整支援料は、当該内服を開始して４週間以上経過した内服薬６種類以上を当該保
険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が、患者の意向を踏まえ、患者の服
薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で、処方医に減薬の提案を行い、その結果、 処方
される内服薬が減少した場合について評価したものである。
(２) 服用薬剤調整支援料は、当該保険薬局で調剤している内服薬の種類数が２種類以上（うち少
なくとも１種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。）減少し、その状態が４週間以上
継続した場合に算定する。
(３) 保険医療機関名及び保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を調剤報酬明細書の摘
要欄に記載すること。
(４) 調剤している内服薬について、屯服薬は対象とはならない。また、当該内服薬の服用を開始して４
週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する。また、調剤している内服薬と同一
薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を保険薬剤師が提案したことで減
少した場合は、減少した種類数に含めない。
(５) 内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘
柄ごとに１種類として計算する。
(６) 保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに検討した薬
学的内容を薬剤服用歴の記録に記載する。また、保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に
係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により記録・保持する。
(７) 当該保険薬局で服用薬剤調整支援料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当
たって減少した後の内服薬の種類数から更に２種類以上減少したときに限り、新たに算定することができる。

服用薬剤調整支援料
名称 算定 点数

服用薬剤調整支援料 内服薬の減薬を評価 125点（月1回に限り）

調剤

６種類以上の内服薬（特に規定するものを除く。）が処方されていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を
用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月１回に限り所定点数を算定する。

別添3 調剤報酬点数表に関する事項

４週間以上経過した内服薬６種類以上
・処方医に減薬の提案
・内服薬の種類数が２種類以上減少
・少なくとも１種類は薬剤師が提案した
もの
・その状態が４週間以上継続した場合
に算定

記録のルール

再算定のルール

・屯服薬は対象とはならない
・服用を開始して４週間以内の薬剤は
調整前の内服薬の種類数から除外
・合剤、内服以外の剤形変更も除外
・錠、Cp、散等はそれぞれ1種類

レセプト記載ルール
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疑義照会と多剤投薬の適正化に係る提案の違いについて

疑義照会：
薬の受け渡し時における、
処方内容に係る照会

多剤投薬の適正化に係る提案：
薬の受け渡し時以外の、患者の意向を
尊重した薬学的観点からの処方医への
提案

厚労省説明会資料「調剤」
（2018年3月5日）

重複投薬・相互作用等防止加算
（40点又は30点）

服用薬剤調整支援料
（125点）
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類似した薬効
相互作用有する処方

連携管理加算

類似した薬効

薬剤総合評価調整管理料

医師と薬剤師の連携（減薬の評価）

評価内容、調整の要点

勤務
医師 勤務

薬剤師

医科外来

他の医療機関

相互作用有する処方

外来患者

服用薬剤調整支援料

①6種類以上の
内服薬を調剤中
（4週間以上）

②文書等で減薬を提案

③提案を受け結果を伝達
（連携管理加算の対象）

⑤減薬した処方箋を発行

⑥減薬した処
方箋を持参

⑦減薬した処
方箋により調剤

⑧4週間継続したら算定

④受診
必要に応じて照会

薬剤総合評価調整加算

医師

調剤

保険薬局
薬剤師

提案内容（検討事項）
医療機関からの指示等

薬剤服用歴

医科入院
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2018年3月30日 「疑義解釈通知（その1）」厚生労働省 から抜粋
調剤【服用薬剤調整支援料】
（問7）服用薬剤調整支援料に規定する内服薬に、浸煎薬及び湯薬は含まれないと理解してよいか。
（答）貴見のとおり。
（問8）服用薬剤調整支援料について、内服薬の種類数は２種類以上同時に減少する必要があるか。同時でな
くてもよい場合、内服薬の種類数の減少はいつを起点とすればよいか。
（答）同時でなくてよい。保険薬剤師が減薬の提案を行った日以降に、内服薬の種類数が２種類以上減少し、
その状態が４週間以上継続した場合に算定する。
（問9）服用薬剤調整支援料について、「保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬
剤服用歴の記録に添付する等の方法により記録・保持する。」となっているが、医療機関から情報が得られるのか。
（答）保険薬局において服用薬剤調整支援料を算定する場合、
基本的に保険医療機関は薬剤総合評価調整管理料の算定要
件を満たすことになり、保険医療機関から情報提供がなされること
が想定される。

減薬の評価に関する疑義解釈
2016年3月5日 「平成28年度診療報酬改定Ｑ＆Ａ（その1）」日本医師会 から抜粋
医科【薬剤総合評価調整管理料】
（問）6種類以上の内服薬が処方されていた患者に対し、内服薬が2種類以上減少して算定したが、その後の病
状の急変などで増薬した後に、内服薬が2種類以上減少した場合も算定できるか？
（答）同一医療機関で当該点数を算定してから1年以内に算定するときは、前回の算定にあたって減少した後の
種類数から、さらに2種類以上減少しているときに限られている。
（問）例えば、そもそも10種類以上の内服薬を服用中の患者がいる場合、医学的な判断のもと、急激な減薬に
よる影響を踏まえ、1月目で2種類、2月目で2種類減らし、6種類とした場合にそれぞれの月で管理料を算定可能
という解釈でよいか。
（答）よい。同一医療機関で当該点数を算定してから1年以内に算定するときは、前回の算定にあたって減少した
後の種類数から、さらに2種類以上減少しているときに限り算定可能である。

医科

医師－薬剤師
の連携

調剤

（参考：薬剤総合評価調整管理料の算定要件（抜粋））
保険薬局からの提案を踏まえて、処方内容の評価を行い、処方内容を
調整した場合には、その結果について当該保険薬局に情報提供を行う。

減薬カウントの
起点

浸煎薬及び湯薬

再算定の条件

段階的削減例
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